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2 特集
  2013年度地域資源を活用した
 製品開発等成果発表会を開催

11 信州の里山紹介
 上田市　太郎山

18 第29回 伝統工芸品展成果報告
20 好機逸すべからず
 ～採択企業の取り組み事例紹介～

 信越明星株式会社（上田市）
 株式会社ピーエムオフィスエー（諏訪市）

《太郎山：上田市》（太郎山神社の鳥居と桜）
　太郎山は上田市の真北にあり、上田市民の山として、家族連
れや遠足などで親しまれています。
　山で発生する霧は雲となって山を覆い隠すのが普通ですが、
太郎山では北風と温度差のため、稜線から白い霧が谷を滝のよ
うに麓に向かって流れ落ち、山の中腹で消えてしまったように
見えることがあり、「太郎山の逆さ霧」として春先に見られる
珍しい気象現象です。
（写真提供：海野町商店街振興組合　カメラの梅花堂）
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特集

　（１）ろくろ技術を活用した新型スピーカーの開発 カネキン小椋製盆所
　（２）事業ＰＲのためのツール作製と展示会支援 シナノカメラ工業株式会社    
　（３）栗渋皮パスタの商品開発 有限会社酒井製麺
　（４）新たなシルク商品開発への取り組み ナガノハンドシルク研究会    
　（５）イーゼル新商品の開発 伊勢屋木工所

　地域の特産品、伝統工芸など地域経済活性化の起爆剤となる
可能性を秘めた資源を活用して、新たな需要・市場を開拓し、
地域の活性化を図っていくことが期待されています。地域固有
の資源はどの地域にもあると思いますが、単に地域資源を使っ
た商品、ネーミングに地域名を入れただけでは不十分で、多様
化する消費者ニーズに応えいかにして売れる商品に創りあげて
いくかが重要です。
　こうした地域固有の資源、地域に蓄積された資源の活用・事
業化において、地域経済を担う中小企業が果たすべき役割は大きなものがあると思われます。本成果発
表会企業のように、今後も中小企業の地域資源を活用したチャレンジに期待が膨らみます。

 地域資源製品開発支援センターの支援事例発表企業・団体紹介

　３月４日長野県工業技術総合センター（長野市）において、長野県工業技術総合センター及び地域資源
製品開発支援センター主催による「2013年度 地域資源を活用した製品開発等成果発表会」が開催されました。
　地域資源製品開発支援センターでは、2008年から、長野県の特色ある地域資源を活用した新たな信州ブ
ランド商品など、市場競争力あるものづくりのため、「デザイン」をキーワードに支援しています。これま
でにも多くの皆様にご利用いただき、６年間でのべ800件を超える支援の要望に応え、200件以上の商品化
等に結び付けてきました。
　今後も競争力ある商品開発につながると
共に、より多くの皆様に支援事業の具体的
内容を知っていただくため、今年度の活動
によって完成した商品や商品のプロセス等
の成果の一部が発表されました。
　当日は、地域資源製品開発支援センター
及びマーケティング支援センターそれぞれ
の支援策の紹介も行われ、今後の商品づく
りの取り組みの参考になる有益な発表会と
なりました。

2013年度地域資源を活用した
製品開発等成果発表会を開催

特集　2013年度地域資源を活用した製品開発等成果発表会を開催
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― 今こそ絆・コミュニティー・協働・連携・共同事業の担い手として ―

ろくろ技術を活用した新型スピーカーの開発
■事業者の紹介
　有限会社カネキン小椋製盆所
　〒399-5302  木曽郡南木曽町吾妻4689-108
　TEL 0264-58-2021　FAX 0264-58-2637
　　明治９年創業。
　・伝統的工芸品南木曽ロクロ細工製造販売
　・オーダーメイドの純木家具の製作販売
　・インターネットでの特注品製造販売
■取り組みに至った経緯
　 　伝統工芸のロクロ細工を使いお盆やお椀など食器
を作ってきましたが、なかなか売れなくなりました。
このままでは伝統工芸の技が途絶えてしまいます。
　 　なにかインパクトがあり、今までに無い物はない
かと考え回折型のスピーカーを作ることにしました。
　 　回折スピーカーは箱形には出せない空間表現がで
きます。円形のバッフルがほとんどない形はロクロ
細工でなら作れます。
■成果【成果物写真】、成果内容等支援結果
　 　今までにない、インパクトのあるスピーカーがで
きました。

　 　派生商品も含め、伝統工芸青山スクェア、長野県
伝統工芸県庁ロビー展、ホームシアター・オーディ
オショウに出展し、お客様の意見を聞くことができ
ました。派生商品の販売もできました。

県庁ロビー展にて

パンフレット、展示会支援
■事業者の紹介
　シナノカメラ工業株式会社
　〒399-0011  松本市寿北3-7-24
　TEL 0263-58-2360　FAX 0263-58-8284
　 　昭和49年に大手カメラメーカーの組立工場として
創業。現在は、カメラ製造で培った技術力で、試作
開発から量産まで、様々な小型精密機器の製造のワ
ンストップサービスを提供しています。
■取り組みに至った経緯
　 　営業力強化を目指して、展示会への出展を企画し
ました。弊社としては、知識、経験、ノウハウが乏
しいため、地域資源製品開発支援センター様に相談
して、エイブルデザイン様をご紹介いただき、パン
フレットの刷新、展示パネルの作成を行い、展示会
へ出展しました。
■取り組み目標、内容、支援結果
　 　今回、企画の段階から地域資源開発センター様、
エイブルデザイン様に関わっていただき、自社の強
みの客観的な洗い直し、効果的なフレーズ、キーワー
ドの設定、分かり易い構成、見栄えの良いデザイン

の提案をしていただきました。また、展示会用パネル、
事業紹介ビデオの作成もお願いし、自社の特色が一
目で明確にアピールできる展示物が作成できました。
　 　これらに引き続き、県庁でのプレス発表もご支援
いただき、新聞、テレビで記事になる等、メディア
へのＰＲも効果的に展開でき、各種問い合わせが増
え、ホームページへのアクセスが増加するなど成果
が出ています。
■製品開発センターの支援内容と経過
　●会社パンフレットの作成
　●展示会用パネル、ビデオの作成
　●パンフレット用クリアファイルの作成
　●長野県庁でのプレス発表
■成果【成果物写真】、成果内容等
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特集　2013年度地域資源を活用した製品開発等成果発表会を開催

栗渋皮パスタの商品開発
■事業者の紹介
　有限会社  酒井製麺
　〒388-8007 長野市篠ノ井布施高田908
　TEL 026-292-0266  FAX 026-293-5556
　HP : menyasakai.com
　 　明治44年より長野市で100年、麺本来の小麦粉の味
をしっかりと味わえる本物の麺づくりをしています。
工場と併設して、創業当時より１人前から生麺を購
入できる生麺専門店とオー
ダーメイドの麺開発提案を
行っています。
■取り組みに至った経緯
　 　産学官連携にて小布施町
の栗菓子メーカーから残渣
として出ていた栗の剥き殻
の有効活用というテーマで
研究をし、剥き殻からアンチ
エイジングの効果がある渋
皮の部分をエキスとして抽
出することに成功しました。

当店はその渋皮エキスを使用し試作を重ね、ほのか
に甘味を感じるパスタを開発・商品化し、地域資源
製品開発支援センター様に商品のブランディングの
支援をお願いしました。
■取り組み内容、支援結果
　 　食味のモニタリング調査や食べ方のレシピ開発、
パスタ・ソースデザイン開発、県庁でのプレスリリー
ス支援を行いました。

■成果【成果物写真】、成果内容等

新たなシルク商品開発への取り組み
■事業者の紹介
　 ナガノハンドシルク研究会
　事務局
　〒390-0823  松本市中山4690
　TEL 0263-86-6700
　 　繭・生糸からものづくりの原点を考え技術を発展
させる仲間の集まり。
　 　信州紬の作り手とファッション10社のコラボレー
ション。
　結成：平成15年　
■取り組みに至った経緯
　 　紬の最大の用途である着物は、市場が年々減少し
どうすれば維持発展が図れるのか業界は大きな課題
を抱えています。この打開策についてこれまで紬の
他用途開発を中心に研究を進めてきましたが、この
度指導者から「着物の需要はまだありますよ。皆さ
んは現代の女性に喜ばれるものを創っていますか」
という指導を受けました。「現代の女性に喜ばれるも
のとは何か」これをテーマに研究を進め、新しい信
州の紬の商品開発を試みました。

■成果【成果物写真】、内容等支援結果                                                                                                            
　 　「伝統産業と現代の融合～進化する信州の織物展」
を開催。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　期日：平成25年９月19日～ 23日
　　会場：松本市美術館　　
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― 今こそ絆・コミュニティー・協働・連携・共同事業の担い手として ―

イーゼル製造技術を活用した商品開発
■事業者の紹介
　伊勢屋木工所　湯川佳彦
　〒399-6201  木曽郡木祖村薮原1271
　TEL 0264-36-2033　FAX 0264-36-2237
　 　木曽の木材資源を活用した木工業として、昭和16
年に創業。高度成長期に、製品の端材利用から画材
業界に参入し、野外・室内・机上イーゼル、パレッ
ト類等、一貫して画材専門の製造を手掛け今日に至っ
ています。
■取り組みに至った経緯
　 　画材業界は、安価な外国製品の流入や、少子化に
よる市場規模の減少により、環境が激変してきました。
　 　そのため、新商品開発による販路拡大が課題とな
り、イーゼル製造の端材を活用し商品を試作し、大
手バイヤーによる商談会に参加するも商談不成立。
　 　平成25年10月より、地域資源製品開発支援セン
ター、県商工連の専門家派遣事業による支援のもと、
３種類の商品を試作。その後、支援デザイナーらに
よるブラッシュアップを重ね、新商品開発に至りま
した。

■成果【成果物写真】、成果内容等

●ワインラック

縦型構造。折りたたみ可能。

2本、上下どちらでも安定。

ご家庭のインテリアとしても。

●マルチラック（布巾かけ）

折りたたんで場所をとらない。

台所の日用品。

横棒素材はステンレス被膜。

●スマホスタンド

木の温かみ。他にはない素材。

コンパクトに折りたたみ可。

可愛いデザイン。

　「良いモノ」を「売れる良いモノ」・ブランド化に導く
ため、ブランドづくりの相談・支援を行っています。

支援できる具体的な内容
 「売れる商品づくり」のための以下のお手伝いが可能です。
　⑴　 商品、商品構成、シリーズ化等の商品企画提案
　⑵　商品のプロダクトデザイン提案
　⑶　 ネーミング（商品、ブランド名等）の提案
　⑷　 ロゴマークやラベル・パッケージのデザイン提案
　⑸　 パンフ、カタログの構成、原案等のデザイン提案
　⑹　 展示販売等の際のPOP（販売促進用の広告）のデ

ザイン提案
　⑺　職員等によるクイック評価や改善提案
　⑻　プレスリリースやPR戦略等の情報発信サポート

 地域資源製品開発支援センターの支援策

長野県工業技術総合センター　環境・情報技術部門

地域資源製品開発支援センター
松本市野溝西1-7-7　TEL：0263-25-0982

ご相談・お問合せ先

　県内中小企業の新商品開発や新たな市場への販路開
拓・拡大を支援します。

消費財製造業支援　 新商品開発支援、商談会の開催、展
示会出展支援等

生産財製造業支援　 受発注取引あっ旋、技術提案型商談
会の開催等

海 外 展 開 支 援　 海外展示商談会の開催、海外バイヤ
ー招聘事業（商談会）等

 マーケティング支援センターの支援策

㈶長野県中小企業振興センター
マーケティング支援センター
長野市若里1-18-1　長野県工業技術総合センター３階
TEL：026-227-5013　FAX：026-228-2867

諏訪駐在員
諏訪市上川1丁目1644-10（長野県諏訪地方事務所商工観光課内）
TEL：0266-58-7290　FAX：0266-57-0597

最寄の各地方事務所商工観光担当課

ご相談・お問合せ先
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信州あいさつ運動とは…家庭や地域でお互いにあいさつを
することで、みんながつながり、
地域を元気にして、地域ぐるみで
子どもの育ちを応援する運動です。
まずは家庭から、まずは大人から、
子どもへ心をこめてあいさつすることで始めましょう。

主　催 ： 長野県青少年育成県民会議　長野県　長野県教育委員会　長野県警察本部
後　援 ： 長野県市長会　長野県町村会　長野県PTA連合会　長野県高等学校PTA連合会　（－社）長野県連合婦人会
　　　　長野県子ども会育成連絡協議会　（－社）長野県経営者協会　長野県中小企業団体中央会
　　　　（－社）長野県商工会議所連合会　長野県商工会連合会　日本労働組合総連合会長野県連合会

こん
にち
は！

おはよう！

ありがとう！

４月スタート！
平成26年

＼ゆるキャラあいさつサポーター第1号／
長野県観光PRキャラクター「アルクマ」
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　平成26年２月17日（月）に平成25年度補正予算により、「好循環実現のための経済対策」の一環として、
「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」に関する補助対象事業者の公募を開始
しました。革新的なものづくり・サービスの提供等にチャレンジする中小企業・小規模事業者に対し、
地方産業競争力協議会とも連携しつつ、試作開発・設備投資等に対して補助金を支給するものです。以
下の表を参考にしてください。

　「革新的サービス」とは、自社になく、他社でも一般的ではない、新たな役務を取り込んだ（取り入れ
たものを含む）新サービス、新商品開発や新生産方式をいいます。この場合、応募要件として、付加価
値額年率３％及び経常利益年率１％向上を上回る高次・高度な取り組みであることが求められます。
　補助対象経費としては、原材料費・機械装置費・直接人件費・技術導入費・外注加工費・委託費・知
的財産権等関連経費・運搬費・専門家謝金・専門家旅費・雑役務費の11費目が補助対象経費として認め
られます。
　１次公募一次締切は、３月14日（金）【当日消印有効】では229件の申請をいただきました。４月末に
は採択案件が公表される予定です。
　１次公募二次締切は、５月14日（水）【当日消印有効】で、現在受付中です。公募説明会は、以下の通
り開催いたします。申込は本会ホームページをご覧ください。
　・長野会場　平成26年４月16日（水）午後１時30分～　メルパルク長野
　・諏訪会場　平成26年４月17日（木）午後１時30分～　RAKO華乃井ホテル
　公募説明会参加申込書、公募要領及び申請書一式は下記URL本会ホームページよりダウンロードして
ご確認ください。

　http://www.alps.or.jp/

長野県地域事務局・長野県中小企業団体中央会　ものづくり事業推進室
℡ 026-228-1171（代表）　026-228-1206（直通）

中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
１次公募二次締切分公募受付中です。

ものづくり技術 革新的サービス

１．成長分野型
　・補助額：100万円～ 1,500万円
　・補助率：２／３
　・設備投資が必要です。

　「成長分野」とは、「環境・エネルギー」「健康・医療」「航空・
宇宙」とします。
　本類型に申請可能な者は、専ら、上記の３分野のいずれかに
関する試作品・生産プロセスの改善・新サービス開発に取り組
む者とします。

２．一般型
　・補助額：100万円～ 1,000万円
　・補助率：２／３
　・設備投資が必要です。

　補助対象要件を満たす案件は、すべて申請可能です。
※ 「１．成長分野型」「３．小規模事業者型」に該当する申請も、
一般型に申請可能ですが、複数の申請はできません。

３．小規模事業者型
　・補助額：100万円～ 700万円
　・補助率：２／３
　・設備投資はみとめられません。

　申請可能な者は、「中小企業基本法」第２条第５項（昭和38年
７月20日法律第154号）の「小規模企業者」に限ります。おおむ
ね常時使用する従業員の数が20人（商業又はサービス業に属す
る事業を主たる事業として営む者については、５人）以下の事
業者となります。

問い合わせ先
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最低賃金引上げにより影響を受ける
中小企業への支援事業

⑴　平成25年度の実績
　　申請及び決定件数　79件（6,656万円）
⑵　平成26年度業務改善助成事業の支給要件等の変更
　ア　支給要件の変更
　　 　昨年度は、『事業場内で最も低い時間給（又は時間換算額）を４年以内に800円以上とする

計画を作成し、１年目に40円以上の引上げを実施すること』となっているが、今年度は「４年
以内に800円以上とする計画を作成」する必要はなくなり、『単年度で40円以上の引上げを実
施すること』に変更

　イ　支給額の変更
　　 　下限５万円、上限100万円は変わらないが、『労働者30人以下の中小企業は、助成率が業務

改善に要した経費の２分の１から４分の３に引上げ』に変更

【参考】

１　業務改善助成事業（中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金）
　事業場内の最も低い賃金額を800円以上に引上げることを目指す中小企業が、設備
導入等の労働能率増進により賃金引上げを行った場合の助成

ア　支給の要件
　①　賃金改善計画（４年以内）
　　 　事業場内で最も低い時間給（又は時間換算額）を４年以内に800円以上とする計画を作
成し、１年目に40円以上の引上げを実施すること

　②　業務改善計画
　　 　業務改善計画（労働能率の増進に資する設備・器具の導入、賃金制度の整備、就業規則
の作成・改正、研修など）についての計画を作成し、実施すること

　③　助成対象地域
　　　地域別最低賃金720円以下の37道県
イ　支給額
　　上記業務改善の経費の２分の１（下限５万円、上限100万円）

ア　支給の要件
　①　賃金改善計画（単年度）
　　　事業場内で最も低い時間給（又は時間換算額）を40円以上の引上げを実施すること
　②　業務改善計画
　　　同上
　③　助成対象地域
　　　地域別最低賃金800円未満の44道府県
イ　支給額
　　上記業務改善の経費の２分の１（下限５万円、上限100万円）
　　ただし、労働者30人以下の中小企業は助成率４分の３に引上げ

平成25年度

平成26年度
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⑴　ワン・ストップ無料相談の窓口
　①最低賃金総合相談支援センター［北信地域］
　　長野市大字中御所字岡田131-10
　　中小企業会館４F
　　℡ 026-228-1171
　②最低賃金総合相談支援センター［東信地域］
　　上田市常田2-20-26　トキダビル３F
　　℡ 0268-24-1788
　③最低賃金総合相談支援センター［中信地域］
　　松本市中央1-23-1　松本商工会館３F
　　℡ 0263-32-0477
　④最低賃金総合相談支援センター

［南信地域～飯田・下伊那を除く］
　　諏訪市高島2-1201-40

　　RAKO華乃井ホテルパレス１F
　　℡ 0266-78-4030
　⑤最低賃金総合相談支援センター

［飯田・下伊那地域］
　　飯田市主税町3-1　いいだ会館３F
　　℡ 0265-24-7088

⑵　事業内容
　ア　経営と労務管理の専門家による相談
　イ　 専門家の派遣（専門家による個別課題の

分析・検討）
　ウ　シンポジウムの開催

⑶　平成25年度の実績
　ア　相談件数　650件
　イ　専門家派遣件数　114件
　ウ　セミナー開催　２回

　 事業の種類 業務改善事業の内容 助成金の支給決定に資する理由

① 製造業 フォークリフトの導入
手作業で行っていた加工部品等の搬出入が容易かつ
短時間で可能となり、作業効率が改善される。

② 製造業 洗浄装置の導入
新型洗浄装置の導入により作業時間の短縮や女性労
働者も取り扱えるようになり、業務効率が改善される。

③ 建設業 ミニドラグショベルの導入
新型機の導入により掘削工事等の作業増進及び操作
性の向上による作業時間の短縮及びオペレーターの
負担軽減が図れる。

④
生活関連
サービス業

POS　レジシステムの導入
商品入力処理及び手書きの伝票発行が自動発行とな
るなど事務処理業務が改善され、顧客管理の向上が
図れる。

⑤ 小売業 業務車両の導入
ワンボックスカーの導入により配達車両が２台とな
り配達時間の調整や配達時間が軽減され、業務効率
の向上が図れる。

⑥ 介護事業 送迎用福祉車両の導入
車椅子で搭乗可能車両の導入によりスタッフの負担
軽減や作業効率の改善が図れる。

⑦ 宿泊業 レストランデッキの導入
提供スペース増床により会場準備等の設定回数が減
り、作業時間の短縮・効率化や労働者の身体的軽減
が図れる。

２　相談等支援事業（受託団体：長野県中小企業団体中央会）
　賃金引上げに取り組む中小企業の経営課題と労務管理の相談等にワン・ストップで
対応する相談窓口の設置

【問い合わせ先】
　長野労働局 労働基準部 賃金室
　TEL 026-223-0555
　FAX 026-223-0591
　ホームページ 
　Nagano-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

⑶　平成25年度業務改善補助金利用事例（長野労働局HP掲載）
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７月第４日曜日は「信州 山の日」!!

・７月第４日曜日を「信州 山の日」に制定

・７月15日から８月14日まで（１ヶ月間）を「信州 山の月間」に設定　

・「しあわせ信州創造プラン」で「世界水準の山岳高原観光地づくり」を推進

　長野県は、県土の約８割を森林が占める全国有数の森林県です。この森林を水源とする豊富な

水は、本県はもとより下流域の都市部へもその恩恵をもたらしています。また、全国に23座ある

3,000m峰のうち15座を有する日本一の山岳と、固有の生き物たちの宝庫である高原には、県内

外から毎年70万人を超える人たちが訪れるなど、山が与えてくれる様々な「恵み」は私たちの生

活になくてはならない貴重な財産です。

　しかし、県内の山は中山間地の過疎化・高齢化が進み、里山の荒廃問題、野生動物による高山

植物や農作物への食害、遭難対策など多くの課題を抱えています。

　長野県民共通の財産であり、貴重な資源である「山」に感謝し、「山の恵み」を将来にわたり

持続的に享受していくため、県では長野県独自の「山の日」を制定します。

　「信州の山」とは 、本県に関わる、3,000ｍ級の高山から暮らしに身近な里山まで幅広く対象

とすることとします。

　長野県中小企業団体中央会では、「信州 山の日」制定にちなみ、本号より「山の想い出」として、

県内の里山についての想い出話を掲載していきます。

長野県観光PRキャラクター
「アルクマ」
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　「太郎山」は上田市の北部にそびえる、標高1,164
ｍの山で、上田市民に最も愛されているシンボル
的な山です。
　若い頃には、山頂の太郎山神社の５月５日の春
の例大祭には、祭りを祝い、山頂への登山をした
ものです。今では初日の出を拝もうと、元旦の朝
には山頂が市民でうずまるほどの人気です。
　中学生から高校生の頃は、頻繁に太郎山へ登り
ました。不思議なことに山頂なのに「朝陽の泉」
と「夕陽の泉」と呼ばれる湧水が２箇所にあり、
何処から湧くのか不思議な思いでしたが、そのお
かげで渇いた咽喉を潤してくれました。
　私が太郎山へ頻繁に登っていたのは、４～６月
です。それは別名「春の女神」と呼ばれる「ヒメ
ギフチョウ」の生息地で、蝶の採集とその幼虫飼

育に、食草「ウスバサ
イシン」が山頂付近に
自生しており、毎日新
鮮な食草を採るためで
した。
　毎日学校から走り帰
り、ふもとの山口とい

う集落まで自転車で行き、
そこから「黄金沢」を歩い
て上り、裏参道と呼ばれる
道を一気に頂上付近まで駆
け上がりました。日の長い
時期とはいえ、６時頃には
うす暗くなるので、気は焦
りながらも、食草を銅乱（ど
うらん）へ採り、いっぱいになると下山する毎日
でした。小さな真珠のような卵から、黒い小さな
幼虫が孵化して、食草を食べる姿は、お蚕さんを
育てる養蚕者の気持ちと似ているものでしょう。
　そんな毎日の苦労のおかげで、さなぎから翌年
の４月には、正に女神の名にふさわしい美しいヒ
メギフチョウが羽化するのです。
　当時は自然保護とか、蝶の生態環境保護などと
言われておらず、誰でも自由に捕獲しておりまし
た。
　近年、里山の保護とか、動植物の保護活動が盛
んになってきました。子供の頃の自然破壊？の罪
滅ぼしにと、自然環境保護には理解者でありたい
と願っております。

☆裏登山道入り口～湧き水（約20分）
　 　道中には昔から伝わる話を書いた案内板が設置されています。山頂か
ら「２km」の標識と「１km」の標識の間に、「金明水」の案内板があり、
竹筒から湧き水が出ています。
☆湧き水～太郎山神社（約30分）
　 　さらに登ると、大きな赤い鳥居が見えてきます。鳥居から石段を登る
と太郎山神社です。上田市でかつて養蚕が盛んだったころに、養蚕の神
として祭られた神社です。
　 　神社の左へ回ると、上田市・千
曲川・別所温泉が見下ろせ、その
向こうに独鈷山・南アルプス蓼科
山・美ヶ原等が見え、視界が良け
れば右に北アルプス、左奥に富士
山も見えます。

太郎山（上田市　標高1,164ｍ）

　上田駅や上信越自動車道上田菅平インターチェンジから車で広い道路に出て、中央５丁目の信号を北に曲
がる。 国道18号の上田バイパス山口交差点を横切り、さらに道を進んでいくと上信越自動車道の下を走るト
ンネルの手前でY字型の分岐点になる。左側が表参道に下りる道で、右側が裏参道に上る道です。右側へ行き、
沢に沿って約10分程度上ると、左側に５台ほどくらいの駐車場があり、その先が裏登山道の入り口です。

わたしと太郎山の想い出

上田市内から見える太郎山

太郎山
への
行き方

信州の
里山紹介

VOL.1

上田卸商業協同組合
理事長  丸山  正一  氏

ヒメギフチョウ

おすすめ
情報

（引用：信州上田地域トレッキングマップ）
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「経営者保証ガイドライン対応保証」
の取扱いを開始しました

ホームページ　http://www.nagano-cgc.or.jp　　E-mail hosyo@nagano-cgc.or.jp

　平成26年２月１日、「経営者保証ガイドライン対応保証」が創設され取扱いを開始しました。こ
の保証制度は、平成26年２月１日から適用が開始された「経営者保証に関するガイドライン」（平
成25年12月５日経営者保証に関するガイドライン研究会公表）の趣旨を踏まえて、信用保証協会
が金融機関と連携して経営者保証に依らない融資を推進し、中小企業者の金融の円滑化を図るこ
とを目的とした、全国統一の保証制度です。

詳細については、お近くの信用保証協会窓口までお問い合わせください。

経営者保証ガイドライン対応保証の概要

申 込 人
資 格 要 件

以下の（１）から（４）までのすべての要件を満たす中小企業者（法人）
 （１）法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていること
 （２）法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えないこと
 （３） 法人から適時適切に財務情報等が提供されており、本制度による保証付き融資を 

　実行後も提供すること
 （４） 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能であると判断し得るものとして、次の「無

　担保無保証人要件」または「有担保無保証人要件」のいずれかに該当すること
［無担保無保証人要件］
　以下の①を充足し、かつ②または③のいずれか１項目を充足すること
　① 自己資本比率【純資産の額÷（純資産の額＋負債の額）】が20パーセント以上であること
　② 使用総資本事業利益率【（営業利益＋受取利息・受取配当金）÷資産の額】が10パーセント以
上であること

　③ インタレスト・カバレッジ・レーシオ【（営業利益＋受取利息・受取配当金）÷（支払利息＋
割引料）】が2.0倍以上であること

［有担保無保証人要件］
　以下の①及び②をともに充足すること
　①上記の無担保無保証人要件①から③までのいずれか１項目以上を充足すること
　②法人及び経営者本人等の所有する不動産担保等にて保全の充足が図られていること

保証限度額 ２億8,000万円（組合等４億8,000万円）

対 象 資 金 運転資金、設備資金

保 証 期 間 一括返済の場合：１年以内
分割返済の場合：運転資金３年以内、設備資金５年以内（据置期間はそれぞれ６か月以内）

返 済 方 法 一括返済または分割返済

協 調 融 資
取扱金融機関は、本制度による保証付き融資と同時に、保証付き融資額の６割以上の
金額の信用保証協会の保証を付さない融資（経営者保証に依らない無保証人融資）を、
同等の融資条件（貸付金利を除く）で行うことを要する

保 証 料 率 0.45％～1.90％（責任共有制度の対象）

貸 付 利 率 金融機関所定の利率　なお、協調融資の貸付利率よりも低い利率を適用する

連帯保証人 不要

担 保 ［有担保無保証人要件］による場合に必要
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　長野県経営品質協議会（代表幹事：田島郁男氏）は、３月７日に長野市のホテルメトロポリタン長野
において、長野県経営品質賞の表彰式及び報告会を開催し、株式会社フジカーランド上田を2013年度受
賞組織として表彰しました。
　“優秀賞”に選ばれたフジカーランド上田（上田市：羽田憲史社長）は、自動車販売、修理、車検、保
険手続きなどカーライフにおけるさまざまなニーズに応え、安全・安心・快適さをワンストップサービ
スで提供していることや、全体会議などでトップと社員の意識の共有を図っていることなどが評価され

受賞となりました。表彰式の後、羽田社長より「『面倒見の良い会社』を目指して」
をテーマに受賞組織トップスピーチが行われました。
　また、2012年度受賞組織報告では、昨年度“長野県経営品質大賞”を受賞され
た、セラテックジャパン株式会社（長野市）代表取締役会長平林直樹氏より、「長
野県経営品質大賞を受賞してお客様の評価がどう変わったか」をテーマに、受賞
後のお客様からの評価の向上や受注量の増加など、受賞の効果が報告されました。

　2013年９月より長野県経営品質協議会の事務局を長野県中小企業団体中央会が担当しています。本協
議会の詳細につきましては事務局へお問い合わせいただくか、長野県経営品質協議会ＨＰをご覧ください。

長野県経営品質協議会　事務局
長野市中御所岡田131-10　長野県中小企業会館４Ｆ　長野県中小企業団体中央会内
TEL 026-228-1171　FAX 026-228-1184　HP http://www.alps.or.jp/e-keiei

〈経営品質とは〉
　経営品質とは、顧客や市場の視点から見た経営の“質”のこと。
  製品やサービスの品質だけでなく、「組織が長期にわたって顧客の求める価値
を創出して、市場での競争力を維持するための仕組みの良さ」のこと。
  いくらモノがよくても組織全体が顧客に信頼されないとダメで、顧客満足を高
め信頼を勝ち得てこそ生き続けることができる、という考え方が根底にあります。

長野県経営品質協議会入会問い合わせ先
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　今後１年間に亘って、中小企業等協同組合運営のポイントについて担当することになりました。宜

しくお願いします。皆さんの組合では、５月に通常総会を開催する場合が多いと思われますので、今

月は通常総会の手続きについて説明します。

　今後、こんな問題について説明してほしいという要望があれば、どんどん中央会事務局へ質問書を

提出してください。その都度解明して、掲載していきたいと思っています。

通常総会の手続きフロー図

組合は、「決算関係書類（財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案

又は損失処理案）」及び「事業報告書」を作成しなければならない（40条②）。

組合は、「決算関係書類」「事業報告書」について、監事の監査を受けなけれ

ばならない（40条⑤）。

監事は、受領した「決算関係書類」「事業報告書」について、監査方法・内容

等を記した監査報告を作成〔※１〕し、理事に対し、「決算関係書類」「事業報告書」

の全部を受領した日から４週間経過した日、もしくは理事との合意により定

めた日のいずれか遅い日〔※２〕までに監査報告の内容を通知しなければならな

い（規則91条①）。

※１： 監事の監査権限を会計に関するものに限定した組合の監事は、「事業

報告書」の監査権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなけ

ればならない。

　「決算関係書類」「事業報告書」の作成

中小企業組合士　朝間　庸介
　（行政書士、登録２級建設業経理士）

中小企業等
　　協同組合運営のポイント

組合運営Q&A

　監事への「決算関係書類」「事業報告書」の提出

　監事の監査、「監査報告」の作成・通知
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※２： 監査期限は、監事と理事の合意があっても４週間を下回る期間を予め

定めることは不可（ただし、４週間を下回る日までに監事が理事に監

査報告を通知すれば、その時点で監査を受けたこととなる）。

理事長は、理事会の会日の１週間前〔※４〕までに、各理事〔※５〕に対し、理事会

招集通知を発出しなければならない（36条の６⑥）。

※３： 理事（監事に業務監査権限を付与している組合は、理事及び監事）全

員の同意があれば招集手続きの省略可（36条の６⑥において準用する

会社法368条②）。

※４： 短縮可（これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間（36条の６

⑥において準用する会社法368条①）。

 ※５： 監事に業務監査権限を付与している組合は、各監事に対しても発出し

なければならない（36条の６⑥において準用する会社法368条①）。

理事会では、通常総会の開催及び議案の議決をするとともに（49条②）、監事

の監査を受けた「決算関係書類」「事業報告書」の承認を行う（40条⑥）。

組合は、通常総会の会日の２週間前までに、「決算関係書類」「事業報告書」

を主たる事務所に、それらの写しを従たる事務所に備え置き、組合員の閲覧

に供する（40条⑩・⑪）。

理事長は、通常総会の会日の10日前〔※７〕までに組合員に到達するよう、総会

招集通知を発出する（49条①）。総会招集通知には、議案のほか、会議の日時、

場所等会議の目的たる事項を示すとともに、理事会の承認を受けた「決算関

係書類」「事業報告書」及び「監査報告」を添付し、組合員に提供しなければ

ならない（40条⑦）。

※６： 組合員全員の同意があれば招集手続きの省略可（49条③）この場合、

招集通知発出の際に必要な添付書類も不要）。

※７： 短縮可これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間（49条①）。

　理事会招集通知の発出〔※３〕

　理事会の開催

　「決算関係書類」「事業報告書」の備え置き

　総会招集通知の発出〔※６〕・「決算関係書類」「事業報告書」「監査報告」の提供

　通常総会の開催



16

【経営者保証に関するガイドライン】
　●経営者の個人保証について、 

　　①法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

　　② 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等

（従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円～360万円）を残すことや、

「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

　　③ 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

　　 などを定めたガイドラインができました。

 
　　《利用をご希望の方には専門家を派遣しアドバイスします。》

　●第三者保証人についても、上記②、③については経営者本人と同様の取扱となります。

　※ また金融庁においても、金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資

慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルの改正を予定して

います。

【保証人特例制度の拡充・新設】
　● 日本政策金融公庫は、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度につい

て、積極的に対応します。

　　制度利用時の加算利率：上乗せ無し～0.4％（免除制度） 

　　　　　　　　　　　　　上乗せ無し～0.1％（猶予制度）

　● また、小規模事業者向けに、個人保証を免除する特例制度を創設しました。 

　　制度利用時の加算利率：一律0.3％上乗せ（免除制度）

経営者保証に依存しない融資や、保証債務の整理について、
ご相談に応じます

政府系金融機関でも経営者保証を求めない資金繰り支援を
強化します
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お問い合わせ先

経営者保証に関するガイドライン

　　①中小企業基盤整備機構 地域本部等
・北海道本部 011-210-7471　　　・近 畿 本 部 06-6264-8611

・東 北 本 部 022-716-1751　　　・中 国 本 部 082-502-6555

・関 東 本 部 03-5470-1620　　　・四 国 本 部 087-811-1752

・中 部 本 部 052-220-0516　　　・九 州 本 部 092-263-0300

・北 陸 本 部 076-223-5546　　　・沖縄事務所 098-859-7566

　　②最寄りの商工会・商工会議所
　　③ 各地の認定支援機関 
　　　　→ ポータルサイト「ミラサポ」にてご案内しております。

　　　①日本政策金融公庫 
　　　　　平日 0120-154-505

※受付は、平日9:00～19:00

②沖縄振興開発金融公庫
　平日 098-941-1795

貸　付　制　度
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　「使い育てる伝統工芸品　～次代への贈りもの
～」というテーマには、伝統的工芸品を長く日常
的に使ってもらいたい、大量消費社会のなか、生
活の中で大切に使われることで深みを増す伝統工
芸品の魅力に着目してほしいという産地の願いが

込められています。企画展では、長い年月を経て、

現在も使われ続けている工芸品の数々が展示され
ました。

　木曽春慶塗花見弁当箱は嘉永５年（1852年）に
作られました。当時の弁当箱は現在の弁当箱の観

念と違い、ひとりで持ち歩くものではなく、それ
ぞれの弁当箱に料理を詰めてお花見やお祭りに

持って行き、大勢の人々が車座になりみんなで楽

しく使うためのものでした。酒を入れる水筒の他

に、小さな弁当箱をいくつも重ねて収納できるよ
うになっています。

　3月19日（水）～ 24日（月）松本市井上百貨店にて、第29回長野県伝統工芸品展が開催されました。
（主催　長野県伝統工芸品産業振興協議会・長野県・長野県中小企業団体中央会）会場には、国指定伝
統的工芸品の6産地、県指定の伝統的工芸品9産地、その他県内の伝統的工芸品6産地が参加しました。

第29回 伝統工芸品展が開催されました。
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　飯山仏壇は「木組み」によりクサビを抜くと一
つ一つの部品に分解することができます。その特

徴を生かし洗浄し、新品同様に生まれかえること

を「仏壇を洗濯する」といいます。これにより何

代にもわたって長く使うことができます。企画展

では長年使われ「洗濯した仏壇」がパネル展示さ
れました。
　今年創立55周年を迎える飯山仏壇事業協同組合
は、飯山仏壇の技術を用いて８軒の仏壇店がそれ
ぞれデザイン製作した「心の箱（高さ36cm、幅
26cm、奥行き20cm、材質：ひのき）」を展示しま
した。
　「心の箱」とは使い手が自由に使い方を決める
ことができる観音開きの箱になっています。記念
の物や思い出の品をしまう場所や癒しの場所にと
自由な発想で使ってほしいという作り手の願いが

込められており、仏壇としての活用は仏間スペー
スが取れない部屋、マンション用としてご利用い
ただけます。

　南木曽ろくろ細工は承平５年（935年)、木地師
がろくろ細工を作るにあたり諸国の山々へ自由に
出入りし木材を伐採する許可を朱雀天皇から与え

られた御綸旨を展示しました。綸旨とは朝廷の御

言葉を蔵人が自分の名義で発行する形式の公文書

のひとつです。他にも型紙自体が工芸品である藍

型染の明治時代に彫られた型紙や、戦時中に作ら

れた農民美術の銘々皿、塗装の経年変化を計算し

て作られた約40年前の松本家具など長い年月を経

て、現在も使われ続けている工芸品の数々が展示

されました。

　開催期間を通して各産地の製作実演や工芸品製
作体験コーナーも設けられました。今回初めて参
加した松本ほうきの実演では、地元で生産された
イネ科のホウキモロコシを使ったほうきが作られ
ていく様子に多くの人が足を止め、興味深そうに
見ていました。

　工芸品製作体験コーナーでは、「初めて硯の製

作に挑戦したけれど、ノミの持ち方などに慣れる
まで大変でした。曲面や細部の削りが難しかった
です。でも、とても楽しかったです。」と龍渓硯

の製作体験を行った女性は笑顔で話していました。

　多くの方にご来場いただき、大盛況のうちに第

29回伝統工芸品展は幕を閉じました。生活のなか
で使われることで深みを増し、次の世代へつない

でいける伝統工芸品の魅力を伝えることができた

展示会となりました。
　ご来場いただいた皆様に感謝を申し上げるとと

もに、今後信州の素晴らしい伝統工芸品を地域の
皆様と共に支えていきたいと強く感じました。
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冷凍そばで20年以上のノウハウを蓄積

　信越明星は現在、
2014年秋竣工をめざ
し、上田市内に新工
場の建設を進めてい
ます。そば専用工場
とし、県内で断トツ
のシェアを誇る冷凍
そばと生そばの増産を図る計画。総投資額は年
間売上高にも匹敵する約20億円を見込みます。
　「近年、冷凍技術が急速に向上。簡便性とおい
しさを求める消費者ニーズの高まりもあり、冷
凍麺市場が急速に拡大している」と大谷昌史社
長。解凍するだけで簡単に食べられる冷凍そば
の市場拡大をにらみ、積極的に打って出ようと
いう考えです。さらに同社ではうどん、ラーメ
ンも生産しているため、そばアレルギー対策へ
の万全な取り組みの一環として、そば部門を完
全に切り離すことにしました。
　長野県は干しそばでは全国シェア37％を誇り
ますが、冷凍そばは１割程度。「冷凍食品は相当
シビアな衛生管理が必要で、設備投資額も大き
くなることから、地元企業の参入が難しい。当
社は1990年から取り組み、20年以上のノウハウ
を蓄積してきました。それを活かして、よりお
いしい信州そばをつくり販売していきたいと考
えています」。
　同社は1963年、明星食品のインスタントラー
メン製造工場として創業。その後、独自にそば
の製造・販売を始め、05年には明星食品との取
引および資本関係を解消しました。以来、地元
企業として独自の事業を展開しています。

流水で解凍して食べる冷凍そばを開発

　同社では普及価格帯を「信越明星」、高付加価
値製品を「更科十六夜堂」、低価格帯を「信州さ
なだ」の各ブランドで販売。また大手流通グルー
プなどへのOEMも積極的に行っています。
　特に高付加価値商品では、安曇野市や北海道
のそば生産者と契約し、原料から商品までのト
レーサビリティに配慮した商品づくりに取り組

んでいます。今年出展し
た「スーパーマーケット・ 
トレードショー」（東京
ビッグサイト）では、主
催者調査による「買って
みたい30品」に安曇野産
原料を使った高付加価値
商品が選ばれました。
　さらにものづくり補助
金を活用し、流水で手軽に解凍して食べられる
冷凍そばの開発にも着手。簡便性をより高めた
商品の生産を拡大するとともに、より高度な品
質管理体制を構築することで、他社との差別化
をめざしています。
　「一貫して追求しているのが、安全・安心と法
令順守。産地と直接契約するのもそのためです。
我々が良いものをつくることでお客様からの信
頼が高まり、生産・販売量が増え、大手企業各
社に相手先ブランド商品として採用してもらえ
る。それが社員の自信につながっていくことが
大きいと思っています」。そして大谷社長はこう
続けます。「ただ数を売るだけでなく、付加価値
を伝えられるものをつくっていきたい。それが
なければ商品開発スタッフも面白くないでしょ
う」。
　より簡単に、よりおいしく、より安く。どん
どん高まる消費者ニーズにどう応えるか。同社
のさらなる取り組みが楽しみです。

冷凍そばの市場拡大をにらみ専用新工場を建設。
高付加価値商品の開発で差別化をめざす。

信越明星株式会社
代 表 者　代表取締役社長　大谷昌史
創　　業　1963（昭和38）年７月
資 本 金　3,000万円
本　　社　上田市秋和942
TEL 0268-22-5252　FAX 0268-27-5397
事業内容　 チルド麺・冷凍麺の製造販売、和風レスト

ラン「むぎの里」の店舗運営

「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.13
信越明星株式会社（上田市）好機逸す

べからず

包装された冷凍そばを一品
ずつ確認

安全・安心のため箱詰めも
人手にこだわる新工場完成予想図
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出来映えの良さが高く評価され軌道に

　まるでゲームの世界から
飛び出してきたようなキャ
ラクターや、ロボット、松
本城などのプラモデル。そ
の驚くほど精巧で緻密な
フィギュア、プラモデルの
企画・デザイン・製作・販
売を行っているのが、ピー
エムオフィスエーです。
　同社は県内大手メーカー
でプラスチック金型設計技
術者だった山口晃社長が
2000年に創業。自動車、カメラなどの精密部品
の金型設計・製作を中心に手がけてきました。
ところがリーマンショックで受注が激減。その
時、偶然出会ったのが「オタク」産業でした。
　「キャラクターホビーのイベントで若者たちが
惜しげもなく万札を出しているのを見て、これ
だと思いました」と山口社長。さっそくキャラ
クターのデザインや原型をつくるスタッフを集
め、09年から本格的にキャラクターホビー事業
をスタートさせました。
　「デザイン、原型の制作は東京、金型の設計・
製作は諏訪で行い、プラモデルは国内、フィギュ
アは中国で生産しています。同業他社は企画力
と販売力はあるが、ものづくりが苦手。当社は
核となる金型技術と生産技術を活かし、新商品
をどんどん作っていける強みがある。価格が高
いのがネックですが、出来映えの良さが高く評
価されて人気を集め、事業も軌道に乗ってきま
した」
　現在、「PLUM」ブランドのキャラクターホビー
事業は売上の半分を占めるまでに成長。会社全
体の仕事量のバラつきがなくなり、社員のモチ
ベーションもアップし離職者が大幅に減るとい
うプラス効果も出てきました。

地元を盛り上げたい

　同社ではオリジナルの地元キャラクターを使
い、行政と連携して行う地域活性化事業にも力

を入れ、諏訪市、塩尻市、岡谷市などで実績を
上げています。また、ものづくり補助金で取り
組んだのは、３Dスキャナー測量と３Dプリン
ターを活用した、より高精度なプラスチックキッ
トの開発。この工法を用い、諏訪大社のプラス
チックキットを製作し、2016年諏訪御柱祭の土
産品として売り出す計画です。
　山口社長は「地元を盛り上げたい」と力を込め、
こう続けます。「ホビーブームはいつか下火にな
る。でも、地元キャラクターなどによる元気な
まちづくりの取り組みはブームで終わりません
から」。
　一方で、「諏訪地域の自動車関連メーカーの力
を集め、オリジナル自動車パーツを開発してい
きたい」と山口社長。社長自らラリーチーム
「PLUMレーシング」を率いて積極的にレースに
参戦、試作品テストを繰り返し、商品開発に活
かしています。今後、自動車パーツの企画開発を、
キャラクターホビー部門と並ぶもう１本の柱に
したいと考えています。
　このように次から次へとユニークな事業を展
開する同社にメディアも注目。県内はもとより
全国に向けて商品や活動が紹介されています。
「新聞やテレビなどによく取り上げられること
で、社員の家族にも“良い会社”と思ってもら
えることがとても大事。それが人材の確保、会
社の成長にもつながっています」。

株式会社ピーエムオフィスエー
代 表 者　代表取締役社長　山口　晃
創　　業　2000（平成12）年８月
資 本 金　1,000万円
本　　社　諏訪市沖田町3-22-1
TEL 0266-54-5556　FAX 0266-52-5569
事業内容　 自動車・カメラ・OA機器等のプラスチック

部品の設計、金型製作・設計、製造　各種キャ
ラクター・ホビー商品の企画・製造・販売

「ものづくり補助金」採択企業を訪ねて vol.14
株式会社ピーエムオフィスエー（諏訪市）好機逸す

べからず

諏訪市公認キャラクター
「諏訪姫」

松本城プラモデル

オリジナルキャラクター 
フィギュア

ものづくり技術をコアにキャラクター商品を開発。
自動車パーツにも手を広げ、地域活性化に取り組む。
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【平成26年度予算 ： 85億円】 【平成26年度予算 ： 216億円】

平成

026-226-0866

労働移動支援助成金を拡充します！
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三井生命からのお知らせ

長野県中央会団体扱の
ご　案　内

※一部対象とならない商品・ご契約がございますので、詳細は下記までお問い合わせ願います。
※詳しくは、「商品パンフレット」をご覧ください。ご検討にあたっては、「設計書（契約概要）」「特に
　重要な事項のご説明（注意喚起情報）」「ご契約のしおり―約款」を必ずご覧ください。

大型保障と、資金の積立機能を備え、企業の
発展や個人のライフサイクルの変化に応じて、
保障見直しが可能です。

主な保険商品

その他に医療保険など多彩な商品がございます。

【お問い合わせ】

三井生命保険株式会社　松本支社
〒390-0811 松本市中央 1－21－8　三井生命松本ビル２Ｆ

TEL:0263－34－3585 B-26-1030（H26.4）使用期限H27.3

ご契約者さまが会員組合に所属する組合員（法人または個人事業主）

ご契約者さまが会員組合に所属する組合員企業に勤務する役員・従業員

「オーナーズプラン」のご契約要件

「パートナーズプラン」のご契約要件

月払契約の場合、団体扱となり、
一般扱（口座振替扱月払等）でご契約
いただくよりも保険料が割安になります。

３年ごと利差配当付利率変動型新積立保険



24

氏　　　名 新 旧
井 出　 康 弘 事務局長（兼）総務部・部長 事務局長
柳 澤　 道 夫 参事 南信事務所・所長
和 田　 明 調査役 総務部・部長
岩 崎　 英 樹 東信事務所・所長 連携支援部・部長
渡 辺　 義 作 連携支援部・部長 東信事務所・所長
瀬戸口　俊二 南信事務所・所長 南信事務所・副所長
宮尾　久美子 総務部総務課・課長 連携支援部支援課・課長補佐
小 池　 昭 雄 東信事務所・副所長 連携支援部開発課・課長補佐
緩 詰　 和 恵 連携支援部支援課・主査 東信事務所・主任
新 開　 裕 紀 中信事務所・主任 東信事務所・主事 
楯　 直 之 連携支援部支援課・主任 南信事務所・主事
丸 山　 祥 司 南信事務所・主任 中信事務所・主事
土 屋　 明 連携支援部開発課・主任 南信事務所・主事
岸 田　 慎 吾 南信事務所・主事 連携支援部支援課・主事
西 口　 悟 史 連携支援部開発課・主事 （新任）
林　 夏 子 東信事務所・主事 （新任）　

人 事 異 動 の 実 施
　本会は、４月１日付けで下記の人事異動を行いましたのでお知らせいたします。
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☆働きやすい職場環境づくり
　「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
人権教育の推進」に邁進しましょう。

◎理　事　会
　　

◎通常総代会

◎平成26年度  中央会各支部通常総会開催のお知らせ

平成26年度　長野県中小企業団体中央会
理事会及び通常総代会開催のお知らせ

※理事・総代の皆様には予め日程調整をお願いします。詳細につきましては後日ご案内致します。

日時　平成26年4月23日（水）12時30分
場所　ホテル信濃路

日時　平成26年5月21日（水）14時
場所　ホテルメトロポリタン長野

支部名 日程 時間 場所

長　野 5月15日（木）
役 員 会　15:00～
通常総会　15:30～

長野市「メルパルク長野」

北　信 5月16日（金） 通常総会　16:00～ 中野市「魚がし」

佐　久 5月15日（木）
役 員 会　15:00～
通常総会　15:30～

佐久市「佐久グランドホテル」

上　小 5月13日（火）
役 員 会　15:00～
通常総会　15:30～

上田市「上田温泉ホテル祥園」

大　北 5月 7日（水） 通常総会　15:30～ 大町市「中心市街地多目的ホール」

松　本 5月 8日（木） 通常総会　15:30～ 松本市「ホテルモンターニュ松本」

木　曽 5月16日（金） 通常総会　15:30～ 木曽郡木曽町「いわや」

諏　訪 5月14日（水） 通常総会　15:30～ 諏訪市「RAKO華乃井ホテル」

上伊那 5月 8日（木） 通常総会　15:30～ 伊那市「越後屋」

下伊那 5月13日（火） 通常総会　16:00～ 飯田市「シルクホテル」

地球に優しい企業人の皆様へ
“ あなたにもできる。
　  ライフスタイルの見直しで、
　　　１人１日１kgのCO2 削減”
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